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「まん延防止等重点措置」期間中における 

コミュニティ・センターの使用について 

 

平素は本市コミュニティ行政にご理解とご協力をいただき誠にありがと

うございます。 

さて、コミュニティ・センター（以下「コミセン」という。）につきまして

は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策として使用制限を行いながら運営

しておりましたが、緊急事態宣言の解除を受け、文化・スポーツ活動の使用

を可能といたします。 

しかしながら、「まん延防止等重点措置区域」に指定されるなど、引き続き

の対策が必要な状況であるため、下記のとおり使用制限を行いながら運営し

てまいります。 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、皆様のご理解、ご協力のほど、

よろしくお願いいたします 

 

記 

 

１ 使用制限の内容 

別紙「コミセンを使用される方へのお願い（2021 年６月２２日）」のと

おり。 

 

２ 使用制限の内容を変更する期間 

令和３年６月２２日（火）から７月１１日（日）まで。 

※ 期間については、感染状況等により変更することがあります。 

 

３ その他、使用に際してのお願い 

・感染拡大防止の観点から、活動することの必要性やその方法、時期、人

数等について、再度十分検討してください。 

・スポーツ等の活動中も可能な限りマスクを着用してください。 

・高齢者や基礎疾患のある方が参加する場合は、特に注意してください。 

 


